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農
振
除
外
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
、
農
業
振
興
地
域
整

備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
、
農
用
地
区

域
内
の
土
地
を
、
農
用
地
以
外
の
用

途
に
す
る
場
合
に
は
、
農
用
地
区
域

か
ら
除
外
す
る
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

市
で
は
、
農
用
地
区
域
内
農
地
の

除
外
申
請
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け

し
ま
す
。
転
用
事
業
計
画
の
あ
る
方

は
、
受
付
期
間
内
（
期
限
限
守
）
に

申
請
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
類
に
記
入
漏
れ
や

不
備
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ

ら
の
修
正
を
行
っ
て
か
ら
で
な
い
と

受
け
付
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
事
前
に
産
業
経
済
課
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
＝
４
月
１
日
㈮
〜
28
日

　

㈭
（
土
、
日
、
祝
日
は
除
く
）

※
受
付
は
、
４
月
、
８
月
、
12
月
の

年
３
回
で
す
。

　

  

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
５
３
）

問

麦
の
赤
か
び
病
防
除
薬
剤
購
入
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　

麦
の
安
全
性
・
品
質
の
確
保
・
生

産
性
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
麦
の

赤
か
び
病
の
防
除
対
策
と
し
て
、
薬

剤
を
購
入
し
た
農
業
者
・
生
産
団
体

に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
者
…
水
田
農
業
構
造
改

　

革
対
策
で
、
転
作
等
目
標
面
積
を

　

１
０
０
％
達
成
し
た
方
が
所
有
す

　

る
田
畑
で
、
麦
の
作
付
け
を
す
る

　

農
業
者
、
生
産
団
体

▼
補
助
対
象
薬
剤
…
麦
の
赤
か
び
病

　

防
除
薬
剤
（
農
薬
取
締
法
に
基
づ

　

き
登
録
を
受
け
た
、
麦
の
赤
か
び

　

病
の
防
除
用
薬
剤
）

▼
補
助
対
象
経
費
…
今
年
度
に
作
付

　

け
す
る
麦
の
、
防
除
薬
剤
購
入
費

　

の
10
％
以
内
（
消
費
税
を
除
く
。

　

１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

▼
申
し
込
み
方
法
…
申
請
書
を
産
業

　

経
済
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
産
業
経
済
課
窓
口
で

　

  

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
５
７
）

問

家
畜
の
飼
育
状
況
の
報
告
を
お
願
い
し
ま
す

　

愛
玩
用
で
あ
っ
て
も
家
畜
を
飼
育

さ
れ
て
い
る
方
は
、
家
畜
伝
染
病
予

防
法
に
よ
り
毎
年
２
月
１
日
現
在
の

飼
育
頭
羽
数
等
を
県
に
報
告
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
報
告
が
必
要

な
家
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

○
牛
、
水
牛
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、

　

馬
、
豚
、
い
の
し
し

○
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

　
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥

　

こ
れ
ら
の
家
畜
を
１
頭
（
羽
）
で

も
飼
育
し
て
い
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
で

あ
っ
て
も
、
報
告
の
必
要
が
あ
り
ま

す
。
犬
、
猫
、
う
さ
ぎ
、
イ
ン
コ
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。　
　

　

報
告
用
紙
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
茨

城
県
県
南
家
畜
保
健
衛
生
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

茨
城
県
県
南
家
畜
保
健
衛
生
所　
　

☎
０
２
９
‐
８
２
２
ー
８
５
１
８

〒
３
０
０
‐
０
０
５
１　

土
浦
市
真

鍋
５
丁
目
17
番
26
号
（
土
浦
合
同
庁

舎
内
）

　

配
布
し
て
い
ま
す
。

※
Ｊ
Ａ
茨
城
み
な
み
で
、
防
除
薬
剤

を
購
入
す
る
場
合
は
、
Ｊ
Ａ
茨
城
み

な
み
に
委
任
状
を
提
出
す
る
こ
と

で
、
補
助
金
の
交
付
申
請
を
委
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
込
期
限
…
６
月
30
日
㈫

　４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。平成 19年
の国際連合総会決議に始まり，自閉症への理解が進むよ
う各国でさまざまな取り組みが行われます。
国内でも，４月２日を「世界自閉症啓発デー」、４月２
日から８日までを「発達障害啓発週間」として、東京タ
ワーなどでのブルーライトアップや各地でシンポジウム
が行われます。この日を機会に、自閉症や発達障がいへ
の理解を深めてみませんか。
【自閉症とは】
　自閉症は、脳の発達の仕方の違いから「他の人の気持
ちや感情を理解する」「言葉を適切に使う」「新しいこと
を学習する」ことなどが苦手です。また、一般的な「常
識」と思われることを身につけることも苦手です。

世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間

　障がいの特性から、自分の感じたままに話したり行動
したりするため、真面目に取り組んでも誤解されること
があります。
【発達障がいとは】
発達障がいは、発達障害者支援法で「自閉症、アスペル
ガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠
陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義さ
れています。
　障がいの種類を明確に分けて診断することは大変難し
く、障がいごとの特徴が重なったり、年齢や環境により
目立つ症状が違うため、診断時期により診断名が異なる
こともあります。
　どちらの障がいについても、その人の得意なこと、苦
手なこと、魅力的な部分など、「その人」に目を向けて
理解し寄り添っていくことが大切です。

　  伊奈庁舎社会福祉課　☎ 58‐ 2111（内線 9140）問

伝えます！障がいのこと
　　　　～障がい者支援コラム　Vol.1 ～


